
平成３０年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １ 府 省 庁 名   防 衛 省       

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（軽油引取税） 

要望 

項目名 
自衛隊の船舶及び通信機械等の動力源の用途の軽油に係る課税免除の特例措置の恒久化 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

自衛隊が使用する船舶の動力源及び通信の用に供する機械等（通信機器、ナンバー取得のない自動車、レ

ーダー、射撃統制装置及び音波機械等並びに通信の用に供する機械及びレーダーの整備用機械等）の電源又

は動力源に供する軽油の引取り。 

 

・特例措置の内容 

 自衛隊が使用する船舶の動力源及び通信の用に供する機械等の電源又は動力源に供する軽油の引取りに対

しては、都道府県知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さないものとされているが、当該特例に

関して、地方税法本則による恒久的な措置とすることを要望する。 

 

 

関係条文 

 地方税法附則第１２条の２の７第１項第１号及び第２号 

 地方税法施行令附則第１０条の２の２第１項及び第２項 

 地方税法施行規則附則第４条の７第１項 

減収 

見込額 

［初年度］  ― （▲１６，６８０）  ［平年度］  ― （▲１６，６８０） 

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

防衛省・自衛隊は船舶や通信機器、レーダー等の機械等を使用して、警戒監視、海賊対処、災害派遣

等の各種任務を行うとともに、訓練・演習を戦略的に実施し、国民の生命・財産と領土・領海・領空を

確実に守ること。 

 

（２）施策の必要性 

自衛隊の多様な任務を達成するため、また、訓練・演習を実施するためには、各種装備品の運用に必

要な燃料の確保が必要不可欠である。 

自衛隊の船舶及び通信機械等に使用する軽油の非課税措置は、平成２９年度末で期限を迎えるものの、

我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、平素の活動に加え、グレーゾーンの事態を含め、

自衛隊の対応が求められる事態が増加かつ長期化しつつあり、引き続き、船舶及び通信機械等に使用す

る軽油を十分に確保する必要がある。 

しかしながら、装備品の整備、訓練の増加、各種事態等への対応を含め、近年の原油価格の乱高下、

格段に厳しさを増す財政事情を踏まえると、相当額の防衛費の増額は極めて困難なことから、自衛隊の

活動経費（装備品等の整備を含む。）を削減する可能性が高く、この場合、自衛隊の各種活動等に極めて

重大な影響が及ぶことになる。また、既存の燃料費において捻出することとした場合、従来から進めて

きた効率化により既に工夫の余地はなく、調達可能な軽油の数量が４割削減となるため、警戒監視活動

等への対応能力が低下し、実施体制が不十分となる等、自衛隊の任務遂行に重大な支障を与えかねない。 

加えて、自衛隊の活動による我が国の防衛の効果は、一部の都道府県に留まらず、日本国民が等しく

享受するものであり、課税となった場合、自衛隊が使用する船舶等が所在する特定の自治体への納税と

なり、国民全体で等しく負担すべき国防の費用負担に偏りが生じてしまうこととなる。 

以上のことから、国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜くためには、自衛隊の船舶及

び通信機械等に使用する軽油について引き続き課税免除とするとともに、将来にわたる活動であること

を踏まえて、本則に規定し、恒久的課税免除措置が必要である。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

防衛省における政策評価に関する基本計画について（防官企第 4718 号。26.3.31）に規定す

る防衛省の政策評価における政策体系において、次のとおり位置付けられている。 

基本目標： 国際協調主義に基づく積極的平和主義の観点から、①我が国自身の外交力、防衛

力等を強化し、自らが果たし得る役割の拡大を図るとともに、②日米同盟を基軸と

して、各国の協力関係を拡大・深化させ、③我が国の安全及びアジア太平洋地域の

平和と安定を追求しつつ、世界の平和と安定及び繁栄の確保に、これまで以上に積

極的に寄与していく。 

政策分野： 防衛力の能力発揮のための基盤の確立 

施  策： 装備品の効率的な取得 

政策の 

達成目標 

我が国の防衛意思と高い能力を示し、事態の深刻化を防止するため、各種活動を下支えする

防衛力の「質」及び「量」を必要かつ十分に確保することで、自衛隊の任務を確実に遂行し、

国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜く。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

恒久的措置 

同上の期間中

の達成目標 

我が国の防衛意思と高い能力を示し、事態の深刻化を防止するため、各種活動を下支えする

防衛力の「質」及び「量」を必要かつ十分に確保することで、自衛隊の任務を確実に遂行し、

国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜く。 

政策目標の 

達成状況 

自衛隊の任務を確実に遂行し、国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜くこと

が継続的に実施されている。 

（※防衛省・自衛隊の任務は防衛という国民全体の利益のために、海賊対処をはじめとする安

全保障協力のほか、災害派遣活動等の半永久的に起こりえる可能性がある各種事態等に対応す

ることが求められているため、計数的な指標をもって具体的に目標を示すことは困難である。） 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

○ 船舶 ３２６隻   ：４９６，４６７ｋＬ （平成２９年度予算） 

○ 機械等に使用する軽油： ２３，１５１ｋＬ （平成２９年度予算） 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

本課税免除措置により、自衛隊が使用する船舶の動力源及び通信の用に供する機械等の電源

又は動力源に使用する軽油の単価が軽減され、任務遂行に必要な軽油を十分に確保することが

できる。 

これにより、国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜くことが可能となること

から、本課税免除措置には有効性が認められる。  
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相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

他の税制上の支援措置により、課税免除措置の代替となる措置はない。 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

平成２９年度において課税免除となっている、自衛隊が使用する船舶の動力源及び通信の用

に供する機械等の電源又は動力源に使用する軽油の予算額は、約２３７億円である。仮に課税

免除措置が延長されない場合、新たに約１６７億円の予算を要することになる。 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

― 

要望の措置の 

妥当性 

格段に厳しさを増す財政事情の中、新たに課税分の予算要求をしたとしても、相当額の防衛

費増額は困難であるため、他に必要な予算を削減することとなるが、この場合、自衛隊の任務

である海賊対処をはじめとする安全保障協力のほか、災害派遣等の活動に支障が生じるおそれ

がある。また、自衛隊の活動による我が国の防衛の効果は、一部の都道府県に留まらず、日本

国民が等しく享受するものであり、課税となった場合、自衛隊が使用する船舶等が所在する特

定の自治体への納税となり、国民全体で等しく負担すべき国防の費用負担に偏りが生じてしま

うこととなる。 

加えて、極めて公共性の高い自衛隊の任務は国として必要不可欠なものであり、自衛隊以外、

当該任務を遂行することはできないことから、軽油引取税の課税免除措置は妥当である。 

 したがって、自衛隊が使用する船舶の動力源及び通信の用に供する機械の電源又は動力源に

使用する軽油について、課税免除を恒久的措置とすることは、予算措置等の他の手段と比較し

て適切であり、相当性が認められる。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

自衛隊の船舶及び通信機械等の軽油引取量と課税免除額は次のとおり。 

平成２１年度  ４５５，７５７ｋＬ  １４，６３０百万円 

平成２２年度  ３４６，８３７ｋＬ  １１，１３３百万円 

平成２３年度  ４９２，０４９ｋＬ  １５，７９５百万円 

平成２４年度  ４１４，３００ｋＬ  １３，２９９百万円 

平成２５年度  ４３４，３８６ｋＬ  １３，９４４百万円 

平成２６年度  ４４９，４２５ｋＬ  １４，４２７百万円 

平成２７年度  ４８９，４２５ｋＬ  １５，７２７百万円 

平成２８年度  ４０９，４３０ｋＬ  １３，１４３百万円 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

適用総額 税額（千円） 

２５年度 ８９，３９０，７６４ 

２６年度 ８８，１７９，５０３ 

２７年度 ８９，０２６，３０１ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

格段に厳しさを増す財政事情の中、原油価格が不安定な状況にあっても、軽油引取税が免除

されていることにより、自衛隊が使用する船舶の動力源及び通信の用に供する機械の電源又は

動力源に使用する軽油が安定的に確保され、警戒監視、災害派遣、海賊対処活動、教育訓練等

の自衛隊の任務を遂行することができた。   

本課税免除措置の他代替手段は無く極めて有効である。 

前回要望時の 

達成目標 

我が国の防衛意思と高い能力を示し、事態の深刻化を防止するため、各種活動を下支えする

防衛力の「質」及び「量」を必要かつ十分に確保することで、自衛隊の任務を確実に遂行し、

国民の生命・財産、領土・領海・領空を確実に守り抜く。 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

― 

 

 

 

これまでの要望経緯 

平成２１年度の地方税法の改正に伴い、軽油引取税が目的税から普通税に改められ、道路特

定財源制度が廃止された。これに伴い、軽油引取税の課税免除措置については、一部の用途を

除き地方税本則による措置から地方税法附則による３年間の時限措置に変更した上で、存続さ

れることになった。 

 平成２４年度及び平成２７年度税制改正要望で当該措置の恒久化を要望し、それぞれ３年の

延長が認められ、平成３０年３月３１日までの時限措置となっている。 
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